
級及び職制上の段階ごとの職員数（平成30年４月１日現在）

１　行政職給料表

　(1) 職制上の段階ごとの職員数

（人） （％）

719 49.1%

435 29.7%

186 12.7%

76 5.2%

27 1.8%

20 1.4%

1,463 100.0%

(注)端数処理の関係上，構成比の合計が100％とならない場合がある

　(2) 級ごとの職員数及び職の内訳

（人） （％） 職名 （人）

主事 146

技師 20

栄養士 3

保健師 6

社会福祉主事 12

書記 1

計 188

主事 175

技師 29

薬剤師 3

獣医師 1

栄養士 5

保健師 7

社会福祉主事 12

書記 2

計 234

主査 61

主任 273

副主任保育士 14

社会福祉主事 4

技術管理者 4

学芸員 1

司書 1

計 358

係長 88

主査 268

主任保育士 10

指導主事 6

障害児教育相談専門員 2

計 374

課長補佐 71

副主幹 85

室長 4

支所長(総合支所長を除く) 4

支所長補佐 1
副所長 1
所長補佐 3

リサイクルセンター所長 1

保育園長 9

主任指導主事 2

館長補佐 4

事務長補佐 0

事務局長補佐 1

計 186

内訳

職制上の段階

主事級

係長級

課長補佐級

課長級

次長級

部長級

合計

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計

１級

定型的な業務を行う職務

188 12.9%

２級

特に高度の知識又は経験を必
要とする業務を行う職務

234 16.0%

３級

係長又は主任の職務

358 24.5%

４級

高度の知識又は経験に基づき
特に困難な業務を分掌する係
長の職務

374 25.6%

５級

課長補佐の職務

186 12.7%



課長 54

保健師長 1

東京事務所長 1

クリーンセンター所長 1

主幹 14

館長 3

少年自然の家所長 1

事務長 1

計 76

次長 15

総合支所長 1

参事 9

教育次長 1

農業委員会事務局長 1

計 27

部長 10

会計管理者 1

公室長 1

玉山総合事務所長 1

市場長 1

監 3

議会事務局長 1

教育部長 1

監査委員事務局長 1

計 20

合計 1,463 100.0% 合計 1,463

(注)端数処理の関係上，構成比の合計が100％とならない場合がある

６級

課長の職務

76 5.2%

７級

次長の職務

27 1.8%

８級

１　部長の職務
２　会計管理者の職務

20 1.4%



２　医療職給料表(1)

　(1) 職制上の段階ごとの職員数

（人） （％）

1 100.0%

1 100.0%

(注)端数処理の関係上，構成比の合計が100％とならない場合がある

　(2) 級ごとの職員数及び職の内訳

（人） （％） 職名 （人）

計

0

計

0

計

保健所長 1

計 1

合計 1 100.0% 合計 1

(注)端数処理の関係上，構成比の合計が100％とならない場合がある

２級
相当高度の知識経験に基づき
困難な医療業務を行う職務 0 0.0%

職制上の段階

部長級

合計

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計 内訳

１級
医療業務を行う職務

0 0.0%

３級
高度の知識経験に基づき困難
な医療業務を行う職務 0 0.0%

４級

１　保健所長の職務
２　極めて高度の知識経験に
基づき困難な医療業務を行う
職務

1 100.0%



３　医療職給料表(2)

　(1) 職制上の段階ごとの職員数

（人） （％）

5 100.0%

0 0.0%

5 100.0%

(注)端数処理の関係上，構成比の合計が100％とならない場合がある

　(2) 級ごとの職員数及び職の内訳

（人） （％） 職名 （人）

計 0

計 0

看護師 4

計 4

主任看護師 1

看護師 1

計 2

看護主査 1

計 1

計 0

合計 7 100.0% 合計 7

(注)端数処理の関係上，構成比の合計が100％とならない場合がある

職制上の段階

主事級

係長級

合計

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計 内訳

１級
准看護師の職務

0 0.0%

２級

１　看護師の職務
２　高度の知識又は経験に基
づき困難な業務を行う准看護
師の職務

0 0.0%

３級

１　主任看護師の職務
２　高度の知識又は経験に基
づき困難な業務を行う看護師
の職務

4 57.1%

６級
主幹の職務

0 0.0%

４級

１　主査の職務
２　高度の知識又は経験に基
づき困難な業務を行う主任看
護師の職務

2 28.6%

５級

１　副主幹の職務
２　高度の知識又は経験に基
づき困難な業務を行う主査の
職務

1 14.3%



４　一般職の職員の給与に関する条例（昭和28年　岩手県条例第48号）　教育職（一）給料表適用職

　(1) 職制上の段階ごとの職員数

（人） （％）

7 11.1%

51 81.0%

2 3.2%

2 3.2%

1 1.6%

63 100.0%

(注)端数処理の関係上，構成比の合計が100％とならない場合がある

　(2) 級ごとの職員数及び職の内訳

（人） （％） 職名 （人）

講師 6

実習教諭 1

計 7

教諭 50

養護教諭 1

計 51

指導教諭 2

計 2

副校長 2

計 2

校長 1

計 1

合計 63 100.0% 合計 63

(注)端数処理の関係上，構成比の合計が100％とならない場合がある

校長級

合計

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計

職制上の段階

講師級

教諭級

指導教諭級

副校長級

内訳

２級

１　教諭、養護教諭又は高度
の知識経験を必要とする実習
教諭の職務
２　特別支援学校の栄養教諭
又は高度の知識経験を必要と
する寄宿舎指導員の職務
３　教育機関（高等学校及び
特別支援学校を除く。以下同
じ。）の研修指導主事の職務
４　指導主事、経営指導主
事、社会教育主事又は社会教
育主事補の職務

51 81.0%

１級

１　講師、助教諭、養護助教
諭、実習教諭又は実習助手の
職務
２　特別支援学校の寄宿舎指
導員の職務

7 11.1%

４級

１　校長の職務
２　教育機関の長又は困難な
業務を行う部長の職務
３　首席指導主事、首席経営
指導主事又は首席社会教育主
事の職務

1 1.6%

特２級
指導教諭又は指導養護教諭の
職務 2 3.2%

３級

１　副校長又は教頭の職務
２　教育機関の部長又は主任
研修指導主事の職務
３　警察学校の副校長の職務
４　主任指導主事、主任経営
指導主事又は主任社会教育主
事の職務

2 3.2%



５　市町村立学校職員の給与等に関する条例（昭和28年　岩手県条例第49号）　教育職給料表適用職

　(1) 職制上の段階ごとの職員数

（人） （％）

0 0.0%

7 100.0%

0 0.0%

0 0.0%

0 0.0%

7 100.0%

(注)端数処理の関係上，構成比の合計が100％とならない場合がある

　(2) 級ごとの職員数及び職の内訳

（人） （％） 職名 （人）

計 0

教諭 5

主任教諭 1

副園長 1

計 7

計 0

計 0

計 0

合計 7 100.0% 合計 7

(注)端数処理の関係上，構成比の合計が100％とならない場合がある

校長級

合計

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計

職制上の段階

講師級

教諭級

指導教諭級

副校長級

内訳

２級

教諭、養護教諭又は栄養教諭
の職務

7 100.0%

１級
講師、助教諭又は養護助教諭
の職務 0 0.0%

４級
校長の職務

0 0.0%

特２級
主幹教諭、指導教諭又は指導
養護教諭の職務 0 0.0%

３級
副校長又は教頭の職務

0 0.0%



６　技労職員等給料表

（人） （％） 職名 （人）

保健師見習 2

計 2

計 0

造園技士 1

用務員 1

調理員 4

計 6

造園技士 5

運転技士 17

環境衛生技士 13

土木技士 4

狂犬病予防技術員 2

用務員 62

環境衛生員 6

調理員 52

計 161

造園技士長 1

主任造園技士 1

運転技士長 11

主任運転技士 7

運転技士 2

環境衛生技士長 4

主任環境整備技士 1

環境衛生技士 1

土木技士長 1

主任土木技士 1

主任用務員 29

用務員 3

環境衛生員長 2

主任環境衛生員 2

主任調理員 28

調理員 7

計 101

合計 270 100.0% 合計 270

(注)端数処理の関係上，構成比の合計が100％とならない場合がある

級
級別基準職務表に規定する

基準となる職務
合計 内訳

１級

１　造園技士，運転技士，環
境衛生技士，土木技士その他
技能職（以下「技士等」とい
う。）の職務
２　用務員，環境衛生員，調
理員その他労務職（以下「用
務員等」という。）の職務
３　補助職員の職務

2 0.7%

２級

１　相当の技能又は経験を必
要とする技士等の職務
２　相当高度の経験を必要と
する作業を行う用務員等の職
務

0 0.0%

３級

１　高度の技能又は経験を必
要とする技士等の職務
２　高度の経験を必要とする
作業を行う用務員等の職務

6 2.2%

４級

１　造園技士長，運転技士
長，環境衛生技士長，土木技
士長その他技能職の長（以下
「技士等の長」という。）の
職務，主任造園技士，主任運
転技士，主任環境衛生技士，
主任土木技士その他技能職の
主任（以下「技士等の主任」
という。）の職務又は特に高
度の技能若しくは経験を必要
とする技士等の職務
２　主任用務員，主任環境衛
生員，主任調理員その他労務
職の主任（以下「用務員等の
主任」という。）の職務又は
特に高度の経験を必要とする
作業を行う用務員等の職務

161 59.6%

５級

１　高度の技能若しくは経験
を必要とする技士等の長の職
務又は高度の技能若しくは経
験を必要とする技士等の主任
の職務
２　用務員長，環境衛生員
長，調理員長その他労務職の
長の職務又は高度の経験を必
要とする作業を行う用務員等
の主任の職務 101 37.4%


